
 趣味でミツバチを飼育する方へ 

改正養蜂振興法が２５年１月から施行されています 

 窓 口 担当係 電  話  
（総合） 
青森県農林水産部畜産課 

 
経営支援グループ 

 
TEL 017-734-9496 / FAX 017-734-8144 

（届出） 
お住まいの住所を所管する 
地域県民局地域農林水産部 

東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 
中南地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 
三八地域県民局地域農林水産部畜産課 
西北地域県民局地域農林水産部畜産課 
上北地域県民局地域農林水産部畜産課 
下北地域県民局地域農林水産部畜産課 

TEL  017-734-9965 / FAX 017-734-8305  
    0172-33-2902              0172-34-4390 
    0178-27-5111(代)         0178-27-3323 
    0173-72-6612        0173-72-6618 
    0176-22-8111(代)         0176-22-9161 
        0175-22-8581(代)      0175-22-3212 

（衛生管理） 
最寄りの家畜保健衛生所 

青森家畜保健衛生所 
八戸家畜保健衛生所 
つがる家畜保健衛生所 
十和田家畜保健衛生所 
むつ家畜保健衛生所 

TEL  017-764-1744 / FAX 017-728-0335  
    0178-27-7415              0178-27-7418 
    0173-42-2276        0173-42-6078 
    0176-23-6235              0176-23-3044 
        0175-22-1254           0175-22-1259 

 
 

・適切な衛生管理をお願いします。 

・異常があれば、最寄の家畜保健衛生所に相談してください。 

ミツバチの飼育者は、毎年、1月中に飼育届（別紙）を、住所地の
地域県民局に提出してください。（手数料はかかりません。） 

趣味でミツバチを飼育する場合でも、 
飼育届の提出が必要となりました。 

腐蛆病（ふそびょう）には特に注意してください！ 
 

 腐蛆病は、蜜蜂の伝染病で、蜜蜂の疾病の中で最も大きな被害をも
たらします。黒ずんで内側に陥没した有蓋巣房（アメリカ腐蛆病）や、酸
臭や醗酵臭（ヨーロッパ腐蛆病）があった場合は要注意です。 
 
 
 
 
 
 
 
 アメリカ腐蛆病 ヨーロッパ腐蛆病 

ミツバチの適切な管理をお願いします。 

ミツバチの飼育を止めるときも、放置せず、適切な処置をお願いします。 


